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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室  

○議事日程 

平成２７年６月８日（月曜日）午前１０時００分 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６）議案第５号 農地利用集積計画の承認について 

（７）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

○出席委員（３０名） 

１番 早川 英雄 君   ２番 早川 誠一 君   ３番 佐藤 久雄 君 

４番 早川 清治 君   ６番 佐藤 善一 君   ７番 清水 宗夫 君 

８番 兼村 正美 君   ９番 石木 治男 君  １０番 後藤 利彦 君 

 １１番 大澤 慶一 君  １２番 八木 豊明 君  １３番 杉山 德成 君 

 １６番 亀山  浩 君  １７番 安田 孝義 君  １９番 横井 文雄 君 

 ２０番  中島 利彦 君  ２１番 増井 賢一 君   ２２番 加藤政比古 君 

 ２３番 土屋 尊史 君  ２４番 神山 博和 君  ２５番 野村  茂 君 

 ２６番 長屋 芳成 君  ２７番 日置  香 君  ２８番 藤川  勝  君 

 ２９番 相宮 千秋 君  ３０番 永井 博光 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君  

３３番 川村 信子 君  ３４番 漆畑 和子 君  ３５番 岩田 幸子  君   

 

○欠席委員（５名） 

 １４番 村井 由和 君  １５番 山田 晴重 君  １８番 篠田 泰道 君 

３１番 岡田 忠敏 君  ３６番 鷲見  勇  君 

 

 

○委員以外の出席者 

農業委員会事務局長    玉田 和久 君  農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君  

農業委員会事務局主任主査  加藤 京子 君   洞戸事務所 課長補佐    足立庄三郎 君 

板取事務所 主任主査    長屋 守世 君   武芸川事務所 主査     松井 信弘 君 

武儀事務所 主査     猿渡 香織 君   上之保事務所 主査     加藤光太郎 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきます。

まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに佐藤善一会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（佐藤善一君）一昨日、地元で交通事故がありました。タンクローリーが横転し、油が津

保川にも流れたようですが被害がなかったようで安心しました。 

さて、だいぶ田植えの時期も終わったところですが、まだ忙しく作業をしている方もいらっしゃ

います。そのため欠席者も出ていますが、本日もよろしくお願いします。 

○課長補佐（長尾成広君）それでは、農業委員会事務局長にあいさつをお願いします。 

○事務局長（玉田和久君）先程、会長からお話がありましたが、一昨日のタンクローリー横転事

故の際は、ガソリンが流出したと連絡を頂き、津保川や各用水組合や農家への被害がないか確認

にまわりました。今のところ被害の話は出ていないようで安心しているところです。 

５，６月は用水のポンプが詰まったとか壊れたというような報告をもらい現場に出かけること

が多いです。特に今年は保戸島地区で水がなくて、ポンプを使用し水を送っている次第でありま

す。 

あと、前回も部長がお話しましたが、世界農業遺産にむけて今頑張っているところですが、５

/２５，２６に調査団が来関し長良川の鵜飼い、下有知の分水嶺を見ていただきました。登録さ

れましたら関市の農業にもきっと好影響をもたらすと思われますので、一緒にＰＲにも力を入れ

ていってもらいたいです。 

○議長（佐藤善一君） ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。本日は、１４番 村井由

和委員、１５番 山田晴重委員、１８番 篠田泰道委員、３１番 岡田忠敏委員、３６番 鷲見 勇

委員が欠席ですが、会議規則第８条により委員の過半数の出席により総会が成立しました。 

なお、３６番鷲見委員ですが、議会の推薦委員であります。前任の後藤委員が辞職し、今回、推薦

されました。今回は議会初日と重なったため欠席ですので、来月の総会で委嘱したいと思います。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

２３番 土屋尊史委員、２４番 神山博和委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、説

明させていただきます。 

農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、審議を求めます。 

議案は１ページからになります。 

１番の案件は位置図が１ページになります。 

所有権移転で申請地は、竪切北地内､竪仙房公民センターの東２５０ｍほどに位置する田、１８８

㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、申請地を相続

により取得したが、農業経営が困難になってきたため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもので

す。 
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５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内､長良川鉄道関下有知駅の北東２７０ｍほどなどに位置する農

振農用地である田、３３８１㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、遠方に居住し

ており農業経営が困難なため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

３番の案件は位置図が３ページになります。 

所有権移転で申請地は、池尻地内、関広見インターチェンジの北東４８０ｍほどに位置する田、 

１３７５㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、孫である譲受

人の申し出に応じ無償にて譲り渡すというものです。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

最後に４番の案件は位置図が４ページになります。 

所有権移転で申請地は、小屋名地内、小屋名公民センターの北東２１０ｍほどに位置する畑、１

６５㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、譲受人の申し

出に応じ譲り渡すというものです。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

 以上、所有権移転に関するもの４件、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のす 

べてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○   議長（佐藤善一君）  事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ８番（兼村正美君） １番について異議ありません。 

○１２番（八木豊明君） ２番について異議ありません。 

○１３番（杉山德成君） ３番について異議ありません。 

○１６番（亀山 浩君） ４番について異議ありません。 

○ 議長（佐藤善一君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号の４件について、原案のとお

り許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

議案第１号の４件につきまして原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、

意見を求めます。 

議案は３ページになります。 

１番の案件は位置図が、５ページになります。 

申請地は、倉知地内、山﨑公民館の西隣に位置する登記地目が田、現況地目が宅地、３０３㎡で

す。 
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申請人は、現在住んでいる住宅に庭及び駐車場を整備したいというものです。 

５月１９日に現地確認をしたところ、宅地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が６ページになります。 

申請地は、小瀬地内、瀬尻小学校の南８０ｍ登記地目が田、現況地目が畑、２２０㎡です。 

申請人は、申請地の北西３０ｍほどにあるテナントにて整骨院を経営しており、今回その駐車場

が道路拡幅により減り狭くなるため、申請地を譲り受け駐車場を整備したいというものです。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

以上２件について、ご審議をお願いします。 

○ 議長（佐藤善一君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１０番（後藤利彦君） １番について異議ありません。 

○１３番（杉山德成君） ２番について異議ありません。 

○ 議長（佐藤善一君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の２件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、

意見を求めます。 

 議案は４ページからになります。 

１番の案件は位置図が７ページになります。 

所有権移転で申請地は肥田瀬地内、関中央病院の南東３４０ｍほどに位置する田、１１０２㎡で

す。 

譲受人は、申請地北側のひかり団地にて刃物製造業を営んでおり、駐車場が手狭になってきたた

め、申請地を譲り受け駐車場として整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り

渡すというものです。      

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦している区域に近接する１０ｈa 未満の農地の区域内の

ため第２種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が８ページになります。 

所有権移転で申請地は東田原地内、大杉公民館の北北東３２０ｍほどに位置する畑、７９４㎡で

す。 

譲受人は、申請地の近隣にて自動車整備・販売業を営んでおり、敷地が手狭になってきたため、

申請地を譲り受け、申請地に自己用の住宅、事務所、展示場及び自動車置場として整備したいとい

うもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 
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農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦している区域に近接する１０ｈa 未満の農地の区域内の

ため第２種農地と判断します。 

３番の案件は位置図が９ページになります。 

所有権移転で申請地は東田原地内、東田原公民館の北２２０ｍほどに位置する登記地目が畑、現

況地目が雑種地、１１９㎡です。 

譲受人は、申請地の北隣にて金型製造の工場を営んでおり、敷地が手狭になってきたため、申請

地を譲り受け、申請地に駐車場を整備したいというもの。譲渡人は、申請地とその西隣の土地を競

売により取得したが、今回譲受人の申し出に応じ、申請地を分筆し譲り渡すというものです。      

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、おおむね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にあるため、第１種農地と

なりますが、今回の申請は、既存の施設敷地の２分の１以内の拡張に該当するため許可相当と判断

します。 

４番の案件は位置図が１０ページになります。 

所有権移転で申請地は、倉知地内、熊之段公民館の北３０ｍほどに位置する田５筆、１１０４㎡

および畑２筆、６２４㎡です。 

譲受人は不動産業を営んでおり、申請地が分譲地に適した土地と考え、申請地を譲り受けて、宅

地分譲敷地として整備したいというもの。譲渡人は、遠方に居住しており、農業経営が困難であっ

たところ、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

５月１９日に現地確認をしたところ、農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

 ５番の案件は位置図が１１ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内、長良川鉄道関下有知駅の北３７０ｍほどに位置する田、４

２３㎡です。 

譲受人は申請地の北側にて電気通信工事業を営んでおり、廃材等の置場が手狭になってきたため、

申請地を譲り受けて、廃材置き場として整備したいというもの。譲渡人は、相続により申請地を取

得したが、農業経営が困難になってきたため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、おおむね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にあるため、第１種農地と

なりますが、今回の申請は、集落接続に該当するため許可相当と判断します。 

６番の案件は位置図が１２ページになります。 

所有権移転で申請地は、池田町地内、池田公園の北東１００ｍほどに位置する田、１６８㎡です。 

譲受人は近隣にて飲食業を営んでおり、申請地を譲り受けて、飲食業の送迎車両の駐車場及び簡

易倉庫用地として整備したいというもの。譲渡人は、遠方に居住しており農業経営が困難なため譲

受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

７番の案件は位置図が１３ページになります。 
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所有権移転で申請地は、広見地内、広見石原組集会場の南東２００ｍほどに位置する登記地目が 

田、現況地目が雑種地２筆、２９１㎡です。 

譲受人は、近隣に居住しているが、駐車場が手狭人になってきたため、申請地を譲り受けて、駐

車場を整備したいというもの。譲渡人は、息子である譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもので

す。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付があります。 

８番の案件は位置図が１５ページになります。すでにお気づきの方もあるかと思いますが、５－ 

№９とありますが正しくは、５－№８であり、併せて、１４ページの５－№８とありますが正しく 

は５－№９でありますので、訂正をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 ８番の案件は位置図が１５ページになります。 

所有権移転で申請地は、山田地内、虹ヶ丘幼稚園の北東７０ｍほどに位置する田、１６１０㎡で

す。 

譲受人は、幼稚園を経営しており、道路買収に協力したことにより運動場が手狭になってきたた

め、申請地を譲り受けて、幼稚園運動場を整備したいというもの。譲渡人は、借入金の返済及び生

活資金の充当のため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

９番の案件で位置図は１４ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、下白金地内、保戸島橋の南３７０ｍほどに位置する田２筆、１５０

３㎡です。 

賃借人は、申請地の道路を挟んだ南側にて食品製造業を営んでおり、工場の増築により従業員が

増え駐車場が手狭になってきたため、申請地を借り受け、従業員用駐車場を整備したいというもの。

賃貸人は、賃借人の申し出に応じて貸し付けるというものです。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、おおむね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にあるため、第１種農地と

なりますが、今回の申請は、既存施設用地の１／２以内の拡張に該当するため許可相当と判断しま

す。 

賃貸借の期間は、許可日から１０年間としています。 

最後に１０番の案件は位置図が１６ぺージになります。 

所有権移転で申請地は、上之保川合地内、川合地区横越集会所の南西３１０ｍほどに位置する畑、

１４６１㎡です。 

譲受人は、土木建設業を営んでおり、工事用大型車両が会社より離れた場所に分散して駐車して

あり不便なため、今回申請地を譲り受けて、工事用車両の駐車場を会社近隣に移し、整備したいと

いうもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難であったため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すと

いうものです。      

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの９件、賃貸借権の設定に関するもの１件、計１０件につきまして、
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ご審議をお願いいたします。 

○ 議長（佐藤善一君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ２番（早川誠一君） １番について異議ありません。 

○ ３番（佐藤久雄君） ２番、３番について異議ありません。 

○１０番（後藤利彦君） ４番について異議ありません。 

○１２番（八木豊明君） ５番について異議ありません。 

○１３番（杉山德成君） ６番について異議ありません。 

○ 議長（佐藤善一君） ７番について担当委員より異議なしと伺っています。 

○１７番（安田孝義君） ８番、９番について異議ありません。 

○２３番（土屋尊史君） １０番について異議ありません。 

○ 議長（佐藤善一君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の１０件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の所有権移転に関するもの９件、賃貸借権の設定に関するもの１件、計

１０件を岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第４号事業計画変更の承認についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地転用許可後の事業計画変更申請があったので、意見を求めます。 

議案は８ページになります。 

１番の案件は位置図が１７ページになります。 

許可目的の変更で申請地は、円保通地内、東本郷公民センターの西北西４１０ｍほどに位置する

登記地目が田、現況地目が雑種地、１８２㎡です。 

当初事業計画者は、昭和６１年５月３０日５条許可により一般個人住宅を建築する予定であった

が、建設会社と折り合いがつかず工事を中止していたというもの。変更後の事業計画者は、現在住

んでいる住宅が手狭になってきたため、申請地を借り受け、南隣にある喫茶店の事務所等との店舗

併用住宅を建築したいというものです。   

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が１８ページになります。 

許可目的の変更で申請地は、倉知地内、国道２４８号関バイパス倉知東交差点の北東１８０ｍほ

どに位置する登記地目が田、現況地目が雑種地９筆、４４１６㎡です。 

当初の事業計画は、平成２６年１０月２８日５条許可により、申請地に現状地盤のまま太陽光発

電施設を整備する予定でありましたが、後に転用事業者が同じ３番と４番の案件と一体的に開発す

ることになったため、計画を中止していたというもの。変更後の事業計画は、隣接する３番と４番

の案件を関市開発要綱に基づき一体的に整備し、太陽光発電設備を整備したいというものです。   

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

３番の案件で位置図は１９ページになります。 

許可目的の変更で申請地は、倉知地内、国道２４８号関バイパス倉知東交差点の北東１２０ｍほ
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どに位置する登記地目が田、現況地目が雑種地２筆、４５５㎡です。 

当初の事業計画は、平成２６年１２月１５日５条許可により、申請地に太陽光発電施設を整備す

る予定でありましたが、後に転用事業者が同じ２番と４番の案件と一体的に開発することになった

ため、計画を中止していたというもの。変更後の事業計画は、隣接する２番と４番の案件を関市開

発要綱に基づき一体的に整備し、太陽光発電設備を整備したいというものです。   

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

４番の案件は位置図が２０ページになります。 

許可目的の変更で申請地は、倉知地内、国道２４８号関バイパス倉知東交差点の北北東１４０ｍ

ほどに位置する登記地目が田、現況地目が雑種地、１０４４㎡です。 

当初の事業計画は、平成２７年１月２８日５条許可により、申請地に太陽光発電施設を整備する

予定でありましたが、後に転用事業者が同じ２番と３番の案件と一体的に開発することになったた

め、計画を中止していたというもの。変更後の事業計画は、隣接する２番と３番の案件を関市開発

要綱に基づき一体的に整備し、太陽光発電設備を整備したいというものです。   

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地でした。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

○  議長（佐藤善一君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ８番（兼村正美君） １番について異議ありません。 

○１０番（後藤利彦君） ２番、３番、４番について異議ありません。 

○  議長（佐藤善一君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○２３番（土屋尊史君） 直接、この件と関係があるわけではございませんが、最近、突風で太

陽光パネルが飛んだというような事案をよく耳にします。農業委員としては関係するところでは

ありませんが、簡単に許可することなく、きちんと基礎をしっかりとした工事をするように注意

もしていきたいと思います。 

○ 議長（佐藤善一君）その他に質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号の２件について、原案のとお

り岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の２件を原案のとおり、岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号農業経営基盤強化促進法の承認についてを議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は１０ページになります。 

使用貸借権の設定に関するものについて新規７筆、３件、更新１４筆、６件、賃貸借権の設定に

関するもの新規４筆、３件、更新２筆、２件の承認を求められています。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

地目は、田が１０筆、８６３４㎡、畑が１６筆 ２８４１１㎡です。  

地区は、西田原、東田原、大杉、迫間、肥田瀬、富之保、武芸川町八幡、小知野、宇多院、の９
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地区です。 

 設定を受ける方は、㈲武芸川農産ほか１２件です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君） これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第６号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第６号について原案のとおり許可することといたします。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 次回の総会は７月７日午前１０時からの予定です。 

また、６月の主な行事予定は、６月１５日が転用申請等受付締切日で、６月１６日、１７日が転 

用申請等現地確認日で６月２９日が農業会議答申日です。 

○議長（佐藤善一君） これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午後１１時１０分 閉会 
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